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総
務
文
教
常
任
委
員
会
は
、
６

月
３
日
に
開
催
さ
れ
、
付
託
を
受

け
た
執
行
部
提
出
議
案
９
件
（
分

割
付
託
３
件
を
含
む
）
及
び
請
願

１
件
の
審
査
を
行
い
ま
し
た
。
主

な
質
疑
は
次
の
と
お
り
で
す
。

小
郡
市
幼
児
施
設
審
議
会
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て
（
議
案
第
39
号
）

　

市
立
幼
稚
園
へ
の
入
園
児
が
毎

年
減
少
し
、
今
後
入
園
児
が
増
加

す
る
見
通
し
が
持
て
な
い
中
、
現

状
の
ま
ま
幼
稚
園
運
営
を
継
続
・

維
持
す
る
こ
と
が
適
切
か
、
今
後

の
方
向
性
を
明
確
に
す
る
た
め
審

議
会
を
開
催
し
た
い
と
考
え
て
お

り
、
条
例
の
改
正
を
行
う
も
の
で

す
。

問
：
審
議
会
の
人
数
が
30
人
以
内

か
ら
15
人
以
内
へ
と
変
更
に
な
っ

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
。

答
：
市
の
付
属
機
関
に
つ
い
て
は
、

「
小
郡
市
附
属
機
関
等
の
設
置
及

び
運
営
に
関
す
る
要
綱
」
が
あ
り
、

そ
の
中
で
法
令
に
必
要
が
あ
る
場

合
を
除
い
て
15
名
以
内
と
す
る
と

定
め
が
あ
り
ま
す
。
今
回
の
改
正

に
お
い
て
、
こ
れ
に
合
わ
せ
る
も

の
で
す
。

小
郡
市
消
防
団
員
の
定
員
、
任
免
、

給
与
、
服
務
等
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て
（
議
案
第
40
号
）

　

消
防
団
へ
の
若
い
人
材
の
確
保

を
目
的
と
し
て
、
学
生
等
の
加
入

促
進
を
図
る
た
め
、
消
防
団
員
の

資
格
に
つ
い
て
「
居
住
者
及
び
在

勤
者
」
に
加
え
、
「
通
学
者
」
を

追
加
す
る
よ
う
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
も
の
で
す
。

問
：
通
学
者
か
ら
の
入
団
希
望
が

あ
っ
た
の
か
。
ま
た
、
ど
の
よ
う

に
働
き
か
け
る
の
か
。

答
：
市
外
か
ら
通
学
さ
れ
て
い
る

方
の
入
団
希
望
は
、
今
の
と
こ
ろ

あ
り
ま
せ
ん
。
専
門
学
校
等
を
訪

問
し
て
加
入
を
お
願
い
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

小
郡
市
ス
ポ
ー
ツ
推
進
審
議
会
設

置
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
（
議
案

第
45
号
）

　

ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
第
31
条
に
基

づ
き
、
本
市
に
お
け
る
ス
ポ
ー
ツ

の
振
興
に
資
す
る
た
め
制
定
す
る

も
の
で
す
。
本
年
３
月
に
策
定
し

た
小
郡
市
ス
ポ
ー
ツ
推
進
基
本
計

画
で
は
、
本
計
画
の
各
種
施
策
や

事
業
に
つ
い
て
点
検
を
行
う
機
関

と
し
て
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
審
議
会

を
位
置
付
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、

計
画
の
見
直
し
に
つ
い
て
も
審
議

会
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
、
必
要

に
応
じ
て
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま

す
。

問
：
審
議
会
委
員
12
名
の
中
に
一

般
公
募
市
民
は
入
っ
て
い
る
の
か
。

ま
た
、
こ
の
審
議
会
に
お
い
て
体

育
館
建
設
に
つ
い
て
も
協
議
さ
れ

る
の
か
。

答
：
現
在
、
一
般
公
募
に
つ
い
て

は
考
え
て
い
ま
せ
ん
が
、
必
要
と

判
断
し
た
時
に
は
「
そ
の
他
教
育

委
員
会
が
必
要
と
認
め
る
者
」
と

あ
る
条
項
の
中
で
一
般
市
民
の
参

加
を
検
討
し
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、

本
審
議
会
の
中
で
体
育
館
建
設
に

つ
い
て
審
議
す
る
こ
と
は
考
え
て

い
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
も
ス
ポ
ー

ツ
振
興
計
画
に
基
づ
く
審
議
を
進

め
て
い
く
機
関
と
し
て
の
位
置
付

け
で
す
。

　

保
健
福
祉
常
任
委
員
会
は
、
６

月
４
日
に
開
催
さ
れ
、
付
託
を
受

け
た
執
行
部
提
出
議
案
９
件
（
分

割
付
託
３
件
を
含
む
）
の
審
査
を

行
い
ま
し
た
。
主
な
質
疑
は
次
の

と
お
り
で
す
。

小
郡
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
報
告
第

６
号
）

　

地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴

い
、
大
き
く
２
点
改
正
す
る
も
の

で
す
。
１
点
目
は
、
国
民
健
康
保

険
税
の
基
礎
課
税
額
の
限
度
額
を

51
万
円
か
ら
52
万
円
に
、
後
期
高

齢
者
支
援
金
等
課
税
額
に
係
る
課

税
限
度
額
を
16
万
円
か
ら
17
万
円

に
、
介
護
納
付
金
課
税
額
に
係
る

課
税
限
度
額
を
14
万
円
か
ら
16
万

円
に
引
き
上
げ
る
も
の
で
す
。
２

点
目
は
、
低
所
得
者
の
国
民
健
康

保
険
税
の
軽
減
措
置
の
拡
充
を
行

う
も
の
で
、
５
割
軽
減
に
つ
い
て

は
、
24
万
５
千
円
か
ら
26
万
円
に
、

２
割
軽
減
に
つ
い
て
は
45
万
円
か

ら
47
万
円
に
、
対
象
世
帯
の
軽
減

判
定
所
得
の
引
き
上
げ
等
を
行
う

も
の
で
す
。

問
：
基
礎
課
税
額
の
限
度
額
と
そ

の
対
象
世
帯
数
に
つ
い
て
。

答
：
こ
れ
ま
で
所
得
の
高
い
方
に

対
し
て
51
万
円
ま
で
賦
課
し
て
い

ま
し
た
が
、
52
万
円
ま
で
賦
課
す

る
よ
う
変
更
に
な
り
ま
す
。
そ
の

対
象
は
、
１
７
２
世
帯
を
想
定
し

て
い
ま
す
。

平
成
27
年
度
小
郡
市
一
般
会
計
補

正
予
算（
第
２
号
）（
議
案
第
46
号
）

　

心
身
障
害
者
福
祉
費
の
地
域
生

活
支
援
事
業
費
１
２
３
万
６
千
円

の
増
額
は
、
新
規
事
業
「
発
達
巡

回
相
談
事
業
」
を
実
施
す
る
に
あ

た
り
、
業
務
委
託
料
を
補
正
す
る

も
の
で
す
。
事
業
内
容
は
、
市
内

の
保
育
所
や
幼
稚
園
を
巡
回
し
、

子
ど
も
の
発
育
や
発
達
の
遅
れ
を

早
期
に
発
見
し
た
り
、
保
護
者
か

ら
の
相
談
を
受
け
、
ア
ド
バ
イ

ス
・
支
援
を
行
う
も
の
で
す
。

問
：
対
象
幼
児
の
人
数
及
び
委
託

事
業
者
は
。

答
：
人
数
は
、
30
名
か
ら
40
名
を

想
定
し
て
い
ま
す
。
委
託
事
業
者

は
、
市
内
事
業
者
を
想
定
し
て
お

り
、
事
業
の
実
績
・
経
験
を
有
し

た
事
業
者
を
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

　

都
市
経
済
常
任
委
員
会
は
、
６

月
５
日
に
開
催
さ
れ
、
付
託
を
受

け
た
執
行
部
提
出
議
案
７
件
（
分

割
付
託
２
件
を
含
む
）
の
審
査
を

行
い
ま
し
た
。
主
な
質
疑
は
次
の

と
お
り
で
す
。

小
郡
市
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
（
報
告
第
７
号
）

　

主
な
改
正
は
５
項
目
で
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
利
用
に
関
す
る
条
文
の

整
備
、
ふ
る
さ
と
納
税
の
確
定
申

告
不
要
特
例
、
軽
自
動
車
の
グ
リ

ー
ン
化
特
例
、
二
輪
車
等
の
増
税

時
期
の
１
年
延
長
、
た
ば
こ
税
の

特
例
廃
止
等
で
す
。

保
健
福
祉
常
任
委
員
会
報
告

都
市
経
済
常
任
委
員
会
報
告

常
任
委
員
会

　
　
審
査
報
告

総
務
文
教
常
任
委
員
会
報
告
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問
：
た
ば
こ
税
特
例
廃
止
の
内
容

は
。

答
：
現
在
、
低
価
格
で
販
売
さ
れ

て
い
る
た
ば
こ
の
た
ば
こ
税
千
本

当
り
２
千
４
９
５
円
を
順
次
値
上

げ
し
て
平
成
31
年
４
月
に
５
千
２

６
２
円
に
統
一
す
る
も
の
で
す
。

平
成
26
年
度
小
郡
市
一
般
会
計
補

正
予
算（
第
10
号
）（
報
告
第
８
号
）

　

観
光
ル
ー
ト
創
出
事
業
は
、
事

業
費
が
減
少
し
た
た
め
減
額
す
る

も
の
で
す
。

問
：
観
光
ル
ー
ト
創
出
事
業
自
体

は
百
パ
ー
セ
ン
ト
で
き
た
の
か
。

答
：
費
用
の
実
績
ベ
ー
ス
に
基
づ

い
て
県
か
ら
補
助
金
が
出
る
形
に

な
っ
て
お
り
、
全
部
完
成
さ
せ
た

実
績
で
確
定
し
て
い
ま
す
。

平
成
26
年
度
小
郡
市
工
業
団
地
整

備
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

２
号
）
（
報
告
第
12
号
）

　

事
業
費
の
確
定
等
に
伴
い
、
歳

入
歳
出
予
算
の
総
額
か
ら
、
そ
れ

ぞ
れ
４
５
３
万
２
千
円
を
減
額
す

る
も
の
で
す
。

問
：
開
発
許
可
申
請
等
業
務
委
託

料
の
減
額
理
由
は
。

答
：
業
務
量
を
想
定
し
て
積
算
し

ま
し
た
が
、
具
体
的
に
ど
の
部
分

が
下
が
っ
た
と
い
う
事
で
は
な
く
、

入
札
を
実
施
し
た
結
果
減
額
に
な

り
ま
し
た
。

平
成
27
年
度
小
郡
市
一
般
会
計
補

正
予
算（
第
２
号
）（
議
案
第
46
号
）

　

地
域
イ
ベ
ン
ト
助
成
事
業
補
助

金
１
０
０
万
円
は
、
地
域
社
会
の

活
性
化
を
図
る
目
的
の
事
業
、
花

立
山
を
楽
し
む
会
へ
の
補
助
金
で

す
。
10
月
に
城
山
公
園
周
辺
で
灯

明
ま
つ
り
、
11
月
に
里
山
保
全
に

つ
い
て
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催

さ
れ
る
計
画
に
な
っ
て
い
ま
す
。

問
：
こ
の
補
助
金
の
出
所
の
正
式

名
称
は
。

答
：
公
益
財
団
法
人
地
域
社
会
振

興
財
団
で
、
補
助
金
名
称
は
、
長

寿
社
会
づ
く
り
ソ
フ
ト
事
業
費
交

付
金
交
付
事
業
で
す
。

★
平
成
27
年
度
小
郡
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
１
号
）
（
報
告
第

９
号
）

　

平
成
26
年
度
に
引
き
続
き
全
国

一
律
に
給
付
さ
れ
る
臨
時
福
祉
給

付
金
並
び
に
子
育
て
世
帯
臨
時
特

例
給
付
金
に
関
す
る
各
所
管
部
署

に
お
け
る
事
業
費
の
増
額
補
正
で

す
。

★
平
成
27
年
度
小
郡
市
国
民
健
康

保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）（
報
告
第
10
号
）

　

平
成
26
年
度
の
決
算
見
込
み
が

８
億
２
千
９
６
０
万
円
の
歳
入
不

足
と
な
る
た
め
繰
り
上
げ
充
用
す

る
も
の
で
す
。

★
平
成
26
年
度
小
郡
市
介
護
保
険

事
業
特
別
会
計
（
保
険
事
業
勘

定
）
補
正
予
算
（
第
５
号
）
（
報

告
第
11
号
）

　

介
護
給
付
費
準
備
基
金
積
立
金

と
し
て
、
平
成
26
年
度
へ
の
繰
越

金
残
額
等
５
１
７
万
１
千
円
を
増

額
す
る
も
の
で
す
。

★
平
成
26
年
度
小
郡
市
下
水
道
事

業
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
４
号
）

（
報
告
第
13
号
）

　

事
業
費
の
確
定
に
よ
り
、
歳
入

歳
出
予
算
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
１
億

９
千
１
９
８
万
３
千
円
を
減
額
し
、

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
22
億
１

千
６
８
５
万
６
千
円
と
す
る
も
の

で
す
。

★
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も

の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て（
議
案
第
38
号
）

　

幼
児
施
設
審
議
会
委
員
に
識
見

を
有
す
る
委
員
を
設
置
す
る
こ
と

伴
い
報
酬
額
を
追
加
す
る
た
め
、

並
び
に
ス
ポ
ー
ツ
推
進
審
議
会
委

員
の
設
置
に
伴
い
報
酬
額
を
定
め

る
た
め
、
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
も
の
で
す
。

★
小
郡
市
体
育
施
設
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て（
議
案
第
41
号
）

　

体
育
館
内
料
理
実
習
室
の
用
途

廃
止
に
伴
い
、
小
郡
市
体
育
施
設

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で

す
。

★
小
郡
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て
（
議
案
第
42
号
）

　

租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所

得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税

法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
に
合

わ
せ
て
施
行
期
日
を
平
成
28
年
１

月
１
日
と
す
る
も
の
で
す
。

★
小
郡
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て
（
議
案
第
43
号
）

　

介
護
保
険
制
度
改
正
に
よ
り
、

低
所
得
者
の
保
険
料
軽
減
を
行
う

も
の
で
、
第
１
段
階
の
保
険
料
基

準
額
の
割
合
を
現
在
の
０
．
５
か

ら
０
．
45
に
軽
減
し
、
年
額
で
２

千
８
５
６
円
（
月
額
２
３
８
円
）

の
減
額
を
行
う
も
の
で
す
。

★
小
郡
市
地
区
計
画
の
区
域
内
に

お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て
（
議
案
第
44
号
）

　

平
成
27
年
３
月
27
日
に
干
潟
地

区
地
区
計
画
が
決
定
、
告
示
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
地
区
計
画
区
域

に
追
加
す
る
た
め
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
も
の
で
す
。

★
平
成
27
年
度
小
郡
市
介
護
保
険

事
業
特
別
会
計
（
保
険
事
業
勘

定
）
補
正
予
算
（
第
１
号
）
の
承

認
に
つ
い
て
（
議
案
第
47
号
）

　

介
護
保
険
制
度
改
正
に
伴
う
関

係
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
改
修
作
業
の

委
託
料
と
し
て
、
３
０
７
万
８
千

円
の
増
額
補
正
を
行
う
も
の
で
す
。

★
平
成
27
年
度
小
郡
市
下
水
道
事

業
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
１
号
）

の
承
認
に
つ
い
て（
議
案
第
48
号
）

　

国
か
ら
の
予
算
割
当
が
増
額
さ

れ
た
た
め
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総

額
を
そ
れ
ぞ
れ
８
千
５
０
０
万
円

増
額
し
、
24
億
７
千
６
７
４
万
６

千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

★
字
の
区
域
の
設
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
49
号
）

　

簡
保
レ
ク
セ
ン
タ
ー
跡
地
の
住

宅
開
発
区
域
12
．
６
ヘ
ク
タ
ー
ル

に
対
し
、
字
の
区
域
設
定
を
行
う

も
の
で
す
。

★
大
原
小
学
校
校
舎
大
規
模
改
造

工
事
（
第
３
期
）
請
負
契
約
の
締

結
に
つ
い
て
（
議
案
第
50
号
）

　

本
年
11
月
27
日
を
完
成
期
限
と

し
て
入
札
し
た
結
果
、
落
札
額

１
億
９
千
５
３
８
万
１
千
７
２
０

円
で
工
事
請
負
契
約
を
締
結
す
る

に
あ
た
り
、
議
会
の
議
決
を
求
め

る
も
の
で
す
。

議
案
の
主
な
内
容


